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Ⅳ　様式集



職員の育児・介護と仕事の
両立支援ハンドブック　分冊４
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（参考）様式集 

［掲載様式］
《育児に関する制度編》
· 育児休業承認請求書（表面・裏面）　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　2
· 育児短時間勤務承認請求書　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　4
· 育児短時間勤務計画書　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　5
· 部分休業承認請求書（表面・裏面）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  6
· 部分休業（変更）申出書　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10  
· 養育状況変更届　　  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 
· 出生予定届・子育て計画書（表面・裏面）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  12 
　

《介護に関する制度編》
· 介護時間の状況届   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
· 要介護者の状態等申出書　　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥････ 15
· 介護休暇の指定期間申出書　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･････････ 16


《育児・介護に共通の制度編》
· 早出遅出勤務請求書／深夜勤務制限請求書／時間外勤務制限請求書　 ‥‥ 　17
· 育児又は介護の状況変更届　　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　18

※　電子データでご覧になる場合は、Ctrlボタンを押しながら「掲載様式」の各様式名をクリックすると、必要な様式にリンクできますので、御活用ください。








[bookmark: 育児休業承認請求書]第１号様式（第２条関係）
育児休業承認請求書
	年　　月　　日　
　　青森県教育委員会　　　　殿

所属名　　　　　　　　　　　
職氏名　　　　　　　　　　　

下記のとおり育児休業の承認（育児休業の期間の延長）を請求します。

	１　請求に係る子
	氏  　　名
	


	
	続　柄　等
	

	
	 生 年 月 日
	年　　月　　日生

	２　請求の内容
	　□⑴育児休業の承認（⑵の承認を除く。）
　□⑵同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休業（地方公務員法の育児休業等に関する法律第２条第１項各号に掲げる育児休業を除く。）を取得した場合のものに限る。）
　□⑶育児休業の期間の最初の延長
　□⑷育児休業の期間の再度の延長
（⑵の承認若しくは⑷の延長が必要な事情又は⑴の承認のうち定年前再任用短時間勤務職員等の１歳６か月までの子の育児休業の承認若しくは２歳までの子の育児休業の承認が必要な事情を記入）



	３　請求期間
	年　　月　　日から　　　　 　年　　月　　日まで

	４　既に育児休業をした期間
	年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	
	年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	
	年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	
	年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	５　配   偶   者
	氏　　　　　名
	

	
	育児休業の期間
	年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	６　備　　　考
	　


(注)１　この請求書には、請求（定年前再任用短時間勤務職員等の任期の更新又は任期満了後に引き続く採用に伴う育児休業及び育児休業の期間の延長に係るものを除く。）に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。
２　子の出生前に請求する場合は、「３　請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１　請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。
３　定年前再任用短時間勤務職員等が任期の更新又は任期満了後に引き続く採用に伴う育児休業をしようとする場合は、請求期間欄及び既に育児休業をした期間欄に記入すれば足りる。
４　配偶者欄には、定年前再任用短時間勤務職員等が１歳２か月までの子の育児休業、１歳６か月までの子の育児休業又は２歳までの子の育児休業をしようとする場合に記入すること。
５　「６　備考」欄には、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合においてはその氏名、請求者との続柄等及び生年月日について、請求に係る子が養子の場合においては養子縁組の効力が生じた日について、請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においてはその旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。
６　該当する□には、レ印を記入すること。
７　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。




[bookmark: 育児短時間勤務承認請求書]第３号様式（第５条関係）
育児短時間勤務承認請求書
	年　　月　　日　
　　青森県教育委員会　　　　殿

所属名
職氏名

下記のとおり育児短時間勤務の承認（育児短時間勤務の期間の延長）を請求します。

	１ 請求に係る子
	氏　　　名
	

	
	続　柄　等
	

	
	生 年 月 日
	年　　月　　日生

	２　請求の内容
	□育児短時間勤務の承認　　　□育児短時間勤務の期間の延長

	
	□再度の育児短時間勤務の承認  
（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入）




	３　請求期間
	　年　　月　　日から　　　　 　年　　月　　日まで

	４　勤務の形態
	週　　時間　　分勤務

 (法第１０条第１項　□第１号　□第２号　□第３号　　の勤務の形態)
□第４号　□第５号　

	
	勤務の日及び
時間帯
	月（　　：　　～　　：　　）　火（　　：　　～　　：　　）
水（　　：　　～　　：　　）　木（　　：　　～　　：　　）
金（　　：　　～　　：　　）　

	５　既に育児短時間勤務をした期間
	　年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	
	　年　　月　　日から　　 　　　年　　月　　日まで

	６
	備考
	　


(注)１　この請求書には、請求（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること
（写しでも可）。
　　　　２　子の出生前に請求する場合は、「３　請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１　請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。
３　「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難い場合には、「６  備考」欄に必要な事項を記入すること。
４　「６  備考」欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合においてはその氏名、請求者との続柄等及び生年月日について、請求に係る子が養子の場合においては養子縁組の効力が生じた日について、請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合においてはその旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。
　　　　５　該当する□にはレ印を記入すること。
６　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。


[bookmark: 育児休業等計画書]第４号様式（第５条関係）
育児短時間勤務計画書
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　青森県教育委員会　　　　殿　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職氏名

　再度の育児短時間勤務の承認を請求する予定ですので、育児短時間勤務の計画について下記のとおり提出します。
なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。

	１　請求に係る子

	氏　　　　　　　　名
	
	生年月日
	　 　 年　 月 　日生

	２　請求者の計画

	　　請求期間
	　　　　　年　　月　　日から 　　年　　月　　日まで

	　再度の請求予定期間
	　　　　　年　　月　　日から 　　年　　月　　日まで

	３　備　　　　　　　　考
	


(注)１　「請求期間」欄には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。
　　２　子の出生前に提出する場合は、「１  請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。
　　３　変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入すること。
　　４　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。


[bookmark: 部分休業承認請求書]第５号様式（第８条関係）
（その１）第１号部分休業の承認に係る請求の場合
（表）

部分休業承認請求書
	年　　月　　日　
　　青森県教育委員会　　　　殿
所　属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職氏名
下記のとおり部分休業の承認を請求します。

	1 請求に係る子
	氏　　　 名
	　


	
	続　 柄　等
	

	
	生 年 月 日
	年　　月　　日

	2 請 求 期 間
	年 　 月 　 日
	毎日／曜日等
	時間

	
	年 月 日から
年 月 日まで
	□毎日
□その他(　　)
	
 時   分から  時　 分まで

	
	
	
	時   分から　時　 分まで


	
	年 月 日から
年 月 日まで
	□毎日
□その他(　　)
	
時 　分から  時   分まで

	
	
	
	時　 分から　時 　分まで


	3 備考
	　


（注）１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。
　　　　 ２　部分休業の承認の取消しを申請する場合は、裏面に記入すること。
　　　　　３　該当する□には、レ印を記入すること。
	決裁欄
	上記のとおり承認する。

　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　印
	取扱者印
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　











　(裏)
	確認の印
	月／日
	休業の承認を取り消す時間
	備考

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	
／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	
／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	
／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	
／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　

	　
	　
	　
	／
	時　分から　　時　分まで
	　




	
（その２）第２号部分休業の承認に係る請求の場合
（表）

部分休業承認請求書
	年　　月　　日　
　　青森県教育委員会　　　　殿
所　属
職氏名
下記のとおり部分休業の承認を請求します。

	請求に係る子
	氏　　　 名
	　


	
	続　 柄　等
	

	
	生 年 月 日
	年　　月　　日

	承認の印
	請求期間
	請　求
時間数
	残時間数
	備考

	
	
	
	年月日
	時間
	
	
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	







（裏）
	承認の印
	請求期間
	請　求
時間数
	残時間数
	備考

	
	
	
	年月日
	時間
	
	
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	

	
	
	
	年　月　日から
年　月　日まで
	時　分から
時　分まで
	時間
分
	時間
分
	





第６号様式（第８条関係）
年　　月　　日
　　　青森県教育委員会　　　　殿
所属　　　　　　　　　
[bookmark: _部分休業（変更）申出書]職氏名　　　　　　　　　

[bookmark: 部分休業（変更）申出書]部分休業（変更）申出書

部分休業の承認を請求したいので、下記のとおり（申出の内容変更を）申し出ます。

記

	１　申出対象期間
	　　　　　　　　年度

	２　請求に係る子
	氏名
	　

	
	続柄等
	　

	
	生年月日
	　　年　　月　　日

	３　（変更後の）申出の内容
	□第１号部分休業（１日に２時間を超えない範囲内）
□第２号部分休業（１年につき１０日相当の時間を超えない範囲内）

	４　変更年月日
	　　年　　月　　日

	５　変更が必要な事情
	

	６　備　　　考
	


（注）１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。
　　　　２　請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は
助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が
発行する出生届受理証明書などのいずれか。写しでも可）を添付すること。
　　　　３　該当する□には、レ印を記入すること。







第２号様式（第４条関係）
[bookmark: 養育状況変更届]養　育　状　況　変　更　届
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　青森県教育委員会　　　　殿　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職氏名


　　　　　　育児休業
次のとおり　育児短時間勤務　に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。
部分休業


１　届出の事由

□　育児休業等に係る子を養育しなくなった
□ 同居しなくなった　□ 負傷・疾病　□ 託児できるようになった　
□ その他（　　　　　　）
□　育児休業等に係る子が死亡した
□　育児休業等に係る子との養子縁組を解消した
□　育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された
□　育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した
□　育児休業等に係る子についての民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した
□　育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




２　届出の事由が発生した日
年　　月　　日


　


（注）１　該当する□にはレ印を記入すること。
　　　　　　　　　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
- 8 -
[image: ]
（裏）



　　【配偶者出産休暇・育児参加休暇】
父親となる職員が、子どもの出生時に、配偶者出産休暇、育児参加休暇を取得する割合を、２０３０年度（令和１１年度）までに１００％とします。







【育児休業】育児休業の取得率を、２０３０年度（令和１１年度）までに男性職員７５％、女性職員１００％にします。


















- 10 -
[bookmark: 介護時間の状況届]
別記様式４
	年　　月　　日
介　護　時　間　の　状　況　届


	所属名
	
	職名
	
	氏名
	

	※
要介護者
に関する
事　　項

	氏　　名
	
	※
要介護者の
状態及び
具体的な
介護の内容


	

	
	続　　柄
	
	
	

	
	同・別居
	□同居　□別居
	
	

	
	介護が必要となった時期
　　　　　　　年　　月　　日
	
	

	連続する３年の期間
　　　　年　月　日から　　年　月　日
	
	

	備　　　考
	















　　注　当該要介護者の指定期間と重複する期間は、介護時間を取得できないので留意すること。

[bookmark: 要介護者の状態等申出書]別紙第３の２

要介護者の状態等申出書

（　　　　　年　　　月　　　日提出）

　　所　属
　　氏　名                        

　１　要介護者に関する事項
　　(1)　氏名

　　(2)　職員との続柄

　　(3)　職員との同居又は別居の別
　　　　　□同居　　　　　□別居

　　(4)　介護が必要となった時期
　　　　　　　年　　月　　日

　２　要介護者の状態







　３　備考



注１　「１(4)　介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時から相当以前
であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。
２　「２　要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況が
明らかになるように、具体的に記入する。




[bookmark: 介護休暇の指定期間申出書]
別記様式３
	
介護休暇の指定期間申出書


	所属名
	
	職名
	
	氏名
	

	※
要介護者
に関する
事　　項

	氏　　名
	
	※
要介護者の
状態及び
具体的な
介護の内容

	

	
	続　　柄
	
	
	

	
	同・別居
	□同居　□別居
	
	

	
	介護が必要となった時期
　　　　　　　年　　月　　日
	
	

	
	第１回
	第２回
	第３回

	指定期間の申出・指定
	申出期間
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで

	
	申出日
	
	
	

	
	所属長印
	
	
	

	
	指定期間
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで

	指定期間の延長・短縮
	延長・短縮後の末日
	年　　月　　日まで
	年　　月　　日まで
	年　　月　　日まで

	
	申出日
	
	
	

	
	所属長印
	
	
	

	
	延長・短縮後の指定期間の末日
	年　　月　　日まで
	年　　月　　日まで
	年　　月　　日まで

	備　　　考
	



[bookmark: 早出遅出勤務請求書等]
別紙第１
□　早出遅出勤務請求書
□　深夜勤務制限請求書
□　時間外勤務制限請求書
	（任命権者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求年月日　　　年　　月　　日
殿

□　養育　　　　　　　□　早　出　遅　出　勤　務
次のとおり　　　 　　　　　のため　 □　深夜勤務の制限　　　を請求します。
□　介護　　　　　　　□　時間外勤務の制限
（条例第８条の４
　　　　　　　　　　　　　 　□　第２項　□　第３項）

請求者　所属名
氏　名

	１　請求に係る子
又は要介護者
	氏　　　　　　名
	
（続柄等：　　　　　　　　）

	
	子の生年月日
	　　　年　　月　　日生（□出産予定日）

	
	養子縁組の効力が生じた日
	　　　年　　月　　日

	２　職員の配偶者で当該子の親である者の有無及び状況
	□　深夜において就業している
□有　□　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ
り養育が困難である
□　産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週
間）又は産後８週間以内である
□無

	３　要介護者の状態及び具体的な介護の内容
	

	４　請求に係る期間
	早出遅出勤務
	　　　年　　月　　日から

　　　年　　月　　日まで
	□毎日
□毎週　　曜日
□その他（　　　　)

	
	深夜勤務の制限
	
	

	
	時間外勤務の制限
	　　　年　　月　　日から
□１年　□　月（12月に満たないものに限る。）

	５　請求に係る早出遅出勤務の始業及び終業の時刻並びに当該時刻とする理由
	時　　分　始業

時　　分　終業
	【理由】

	（注）
１について
　①　「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る子が規則第１条の２第１号アに規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当する場合にあっては、その事実。）を記入する。
②　「子の生年月日」欄及び「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するために請求する場合において記入する。なお、請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「子の生年月日」欄に出産予定日を記入し、出産予定日の□にレ印を記入する。
２について
①　この欄は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合において記入する。
②　「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超えることをいう。
３について
この欄は、要介護者を介護するために請求する場合において記入する。
５について
この欄の始業及び終業の時刻は、あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻のうち、請求するものを記入する。





[bookmark: 育児又は介護の状況変更届]別紙第２
育児又は介護の状況変更届
　　年　　月　　日届出
（任命権者）
殿
所属名
氏　名


□　早出遅出勤務　　　　　　　□　子の養育
次のとおり　　□　深夜勤務の制限　　に係る　　　　　　　　　　　　　の状況について
□　時間外勤務の制限　　　　　　　□　要介護者の介護

変更が生じたので届け出ます。

１　届出の事由
（１）養育の状況の変更
□　子が死亡した
□　職員の子でなくなった
（　□　離縁　　　□　養子縁組の取消し　　　□　家事審判事件の終了
□　児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置の解除　）
□　子と同居しなくなった
□　職員の配偶者で子の親であるものが深夜において状態として当該子を養育できる者に
該当することとなった
　　　□　上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった
　　　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）介護の状況の変更
□　要介護者が死亡した
□　要介護者と職員との親族関係が消滅した
（消滅の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　届出の事実が発生した日
年　　月　　日
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（表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

（入力例：　2026.2.20）

小学校就学 　中学校就学　中学校卒業　

　　 ①配偶者出産休暇 【男性職員対象】

から まで

(上の子がいるとき)

【男性職員対象】

（男性） （女性） から まで

（男性） （女性） から まで

（男性） （女性） から まで

（男性） （女性） から まで

（男性） （女性） から まで

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

私は、職員と面談し、上記のとおり、取得予定を定めました。 所属長氏名

子どもの氏名



（未定の場合は、空欄とすること。）

出生予定届/子育て計画書

所　属　長　　殿

所　属

職氏名

　子どもの出生予定について、次のとおりお知らせします。

②育児参加休暇

出生予定日 2026/2/20

産前8週 出産 産後8週 3歳

取 得 予 定（有無）

※取得期間が予め決まっている場合は

期間を記入

2025/12/27

2026/2/20

2027/2/19

1歳6月

⑤育児短時間勤務 / ⑥部分休業

2026/2/20

2026/4/18 2027/8/19

③育児休暇

2026/2/20

2026/4/18 2029/2/19

④育児休業

2026/2/20

2026/4/18

2032/3/31

2026/2/20

2026/4/18

2041/3/31

⑦子の看護等休暇

2026/2/20

2026/4/18

2032/3/31



⑧早出遅出勤務



制度の区分 取得単位等 取得可能日数 説　　　　　　　明

配偶者出産休暇 日、半日、時間 3日 職員の妻が出産する場合の休暇（男性職員のみ）　　　　　　※妻の出産の際、入退院時の世話を行う場合等

育児参加休暇 日、半日、時間 5日

職員の妻が出産する場合に、新たに生まれた子や、小学校就学前（＝満6歳に達する日以降の最初の3/31まで）の子

の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときの休暇（男性職員のみ）　　※生まれた子や上の子の世話を

する場合

育児休暇 30分又は1時間 なし(1日2回各60分)

職員が満１歳６月に達しない子を育てる場合の休暇（男性職員は、妻が子どもを育てることができない場合に取得でき

る。）　　　※妻が仕事や病気で子の世話ができない場合（男性職員）や、授乳や保育所への送迎の場合等

育児休業 日

原則2回

(産後パパ育休はこのほか2

回)

職員が3歳に満たない子を日常的に養育するために、連続した期間を休業することができる制度

(産後パパ育休は子の出生日から57日間以内)

育児短時間勤務 ４形態から選択 1月以上1年以下(延長可)

子（小学校就学前）を託児などしながら勤務するため、希望する日・時間帯に勤務する制度

　（週19時間25分、週19時間35分、週23時間15分、週24時間35分）

部分休業 ２形態から選択 なし 子（小学校就学前）を託児などしながら勤務するため、１日２時間まで又は年間１０日まで休業する制度

子の看護等休暇 日、半日、時間 年5日 子（中学校卒業まで）の看護等をするための休暇

早出遅出勤務 早出又は遅出 なし フルタイムで働きながら育児を行うために、勤務時間帯を変更する制度


